
 

 

 

 

 

目黒区古民家の臨時休館について 

 

 目黒区すずめのお宿緑地公園古民家管理規則（昭和５９年３月目黒区教育委員会規則第

１１号）第３条ただし書きの規定により、目黒区古民家を以下のとおり臨時休館する。 

 

１ 臨時休館施設 

目黒区古民家（目黒区碑文谷３－１１－２２ すずめのお宿緑地公園内） 

 

２ 臨時休館期間 

  令和５年８月２３日（水曜日）～９月１日（金曜日） 

 

３ 臨時休館理由 

目黒区古民家前庭部分改修工事実施のため。 

 

４ 今後の予定 

令和５年７月１３日  告示 

８月 １日  めぐろ区報、区ホームページ掲載、めぐろ歴史資料館及び 

古民家におけるポスター掲示 

 

以    上 

文教・子ども委員会資料

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ２ 日

教育委員会事務局生涯学習課


